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問合せ先 取締役人事総務部長 柴田  実  

電 話 ０３－３４５６－０５６１  

確定拠出年金制度の導入に関するお知らせ  

当社は、現行の退職給付制度の一部について、確定拠出年金制度に移行すべく準備をして

まいりましたが、本年８月８日付で厚生労働省より承認を受けられたことから、制度移行の

ため、本日開催の取締役会において、本年８月 31 日付での退職年金規程の廃止及び本年９月

１日付での退職金規程の改定を決議し、本年９月１日付で確定拠出年金制度を導入いたしま

すので、概要を下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．制度変更の目的 

当社は、これまで適格退職年金制度により退職給付制度を運営してまいりましたが、適

格退職年金制度が平成 24 年３月末で廃止されることを踏まえ、退職給付制度が財務に及ぼ

すリスクを抑制し、長期安定的な運営が可能な制度を構築するとともに、社員の受給権の

強化及び多様化する年金プランニーズへの対応など、社員の退職後の生活の充実に資する

ものとして、確定拠出年金制度に移行いたします。 

 

２．制度変更の概要 

(１)導 入 予 定 日 平成 23 年９月１日 

(２)運営管理機関 株式会社みずほ銀行 

(３)資産管理機関 みずほ信託銀行株式会社 

(４)対 象 者 当社社員 

(５)運 用 商 品 定期預金、保険及び国内外の債券や株式などで運用する投資信託 

 

３．今後の見通し 

上記退職給付制度の移行に伴う当期業績への影響につきましては、特別損失の発生が見

込まれますが、平成 23 年４月 18 日付で公表いたしました平成 24 年２月期の業績予想(第

2 四半期(累計)及び通期)に概ね折込み済みであります。 

但し、本影響額につきましては、現時点におきまして確定しておりません。今後、本年

８月末時点での移行に伴う影響額を確定計算する必要があるため、影響額が確定し、開示

の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

以 上 


